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②寄附の相談

寄 附 者

（食品提供企業、農家、個人など）

愛知県社会福祉協議会

＜認定の目的＞

○ 子ども食堂の安定的な運営を支える

子ども食堂が身近な地域で食材を受取ることができる。

○ 企業等からの寄附の促進

企業等が安心して食材を寄附する ことができる。
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③寄附に関する

情報提供及び

調整

任意団体（F市）

①寄附の呼びかけ

（取組のＨＰ等での公表）

市町村社会福祉協議会（D市）

フードバンク

地区拠点（C市）

フードバンク

地区拠点（B市）

寄附の申出

食材の提供

フードバンク本部（A市）

※愛知県による補助

あいち子ども食堂応援ステーション

企業等から提供を受けた食材を一時的に保管し、近隣地域の子ども食堂等に配布する機能を有する各地域の拠点のこと。

愛知県社会福祉協議会が認定手続きを行う。

食材の提供

ＮＰＯ法人（E市）


